
警察共済組合秋田県支部一般競争入札公告

次のとおり一般競争入札を行うので、地方公務員等共済組合法施行規程（昭和３７年総理府、

文部省、自治省令第１号）第２８条の規定により公告する。

令和 ４年 ９月３０日

（契約担当者） 警察共済組合秋田県支部

支部長 森田 正敏

１ 一般競争入札に付する事項

（１）工 事 名 職員宿舎（鹿角）新築工事

（２）工事番号 ＫＡＰ－１

（３）工事場所 鹿角市内

（４）工事概要 職員宿舎の新築工事

【宿 舎】木造 ２階建、延床面積：３７３．９８㎡

（建築工事・機械設備工事・電気設備工事・外構工事を含む）

（５）工 期 契約の日から令和 ５年 ３月２２日

（６）予定価格 １３０，５７０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

２ 入札に参加する者に必要な資格

入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

（２）令和４年度秋田県建設業者等級格付名簿（建築一式工事Ａ級）に登載されていること。

（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による建設業の許可（建築工事業

の特定建設業許可）を受けていること。

（４）３（３）に示す許可業種について、請負契約を締結する日の１年７月前の日の直後の事業

年度終了の日以降に建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査を受けていること。

（５）競争入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、「秋田県建設工

事入札参加資格者指名停止基準」に基づく指名停止又は「指名の基準に関する運用基準につ

いて」に基づく指名差し控えの措置を受けていないこと。

（６）営業所の所在地について、次のいずれかに該当すること。

① 建設業法第３条に規定する営業所のうち、主たる営業所を秋田県内に有すること。

② 「建設業者の合併等に伴う入札参加資格審査及び入札参加機会の確保に関する特例要領」

（以下「特例要領」という。）第５第４項（平成２３年５月１日改正前の特例要領第６第

４項又は第５項を含む。）の規定（以下「合併特例」という。）に基づく営業所のうち、

合併特例に基づく営業所を秋田県内に有すること。

（７）当該入札参加者と直接的な雇用関係にあり、かつ入札参加資格確認申請期限の日以前に３

月以上の恒常的な雇用関係にある者を、本工事の専任の監理技術者として配置できること。

（ただし、本工事の契約工期中に、他工事に専任若しくは常駐で配置される者を除く。）

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続

開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

（９）本工事の計画業務又は設計業務（これらの業務と一体的に行われる調査業務を含む。）を

行った者でないこと。

（10) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない

者（適用除外事業所を除く。）であること。

（11）その他の入札資参加資格要件は、発注概要書記載のとおりとする。

３ 入札参加資格確認申請等

（１）入札説明書等の閲覧場所



① 郵便番号 ０１０－０９５１ 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部会計課管財係 電話０１８（８６３）１１１１

② 郵便番号 ０１８－５２０１ 鹿角市花輪字向畑１００番地

鹿角警察署会計課 電話０１８６（２３）３３２１

（２）工事の内容に関する問合せ先

郵便番号 ０１０－０９５１ 秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部会計課営繕係 電話０１８（８６３）１１１１

（３）入札説明書及び設計図書等の閲覧日時及び場所

令和４年９月３０日（金）から令和４年１０月１２日（水）まで（土曜、日曜日及び国民

の祝日を除く）の間で、時間は午前９時から午後５時までの間とする。ただし、令和４年９

月３０日（金）については、午後２時から午後５時までの間とする。また、設計図書等につ

いては、貸出とする。（貸出の返却は貸出日の翌日正午までとする。）

（４）入札参加資格申請書の提出

入札に参加しようとする者は、発注概要書に従い競争入札参加資格確認申請書及び入札

参加資格確認資料（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）を発注概要書に示す期限

内に３（１）①に掲げる場所に郵送等により１部提出すること。なお、用紙については、

３（１）の場所において、入札公告の日から配布する。

（５）入札参加資格の確認結果通知

入札参加資格の確認結果については、令和４年１０月１３日（木）までにＦＡＸ等で通

知する。なお、入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めるこ

とができる。説明を求める場合は、令和４年１０月１４日（金）までに、３（１）①に掲

げる場所に書面又はＦＡＸで提出すること。質問書の様式は申請者が任意に作成する。

理由は、令和４年１０月１４日（金）までにＦＡＸ等で回答する。

（６）入札参加の辞退

入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定さ

れるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札

辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

（７）設計図書等に対する質問及び回答

設計図書等に対する質問は、発注概要書に示す日時までに３（１）①に掲げる場所に書

面又はＦＡＸで行うものとする。質問書の様式は申請者が任意に作成する。

回答は発注概要書に示す日時までに書面で、３（１）の場所において閲覧により行う。

また、質問者に対しては回答をＦＡＸ等により別途行う。

４ 入札及び開札の日時及び場所

令和４年１０月１７日（月） 午後１時３０分 秋田県警察本部３階 会計課

５ その他

（１）入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。

（２）入札の無効

本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者の入札又は申請書若しくは資料に虚偽の

記載をした者のした入札は、無効とする。

（３）入札保証金

免除する。

（４）その他

詳細は、入札説明書等による。


